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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１４１回） 

令和６年７月２６日 

 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 小池 俊雄 

委  員 秋田 典子 

委  員 内田 龍彦 

委  員 鬼束 幸樹 

委  員 里深 好文 

委  員 清水 義彦 

委  員 髙村 典子 

委  員 立川 康人 

委  員 戸田 祐嗣 

委  員 中北 英一 

委  員 中村 公人 

委  員 服部 誠太郎 

委  員 湯﨑 英彦 

 

発言者 内容 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、社会資本整備審議会河川分科会

「第１４１回河川整備基本方針検討小委員会」を開催いたします。こ

の会議でございますが、公開にて行います。報道関係者及び一般の方

におかれましては、この会議の様子を別回線のウェブ上で傍聴いただ

いております。続きまして、本日御欠席の委員でございますが、中村

太士委員、森委員につきましては、御都合により御欠席となっており

ます。以上、１５名中１３名の委員に御出席いただいておりますの

で、社会資本整備審議会の規則に基づきまして、求められる委員の総

数以上の出席がございますので、本委員会が成立しておりますことを

御報告いたします。それでは、藤巻水管理・国土保全局長より御挨拶

をお願いいたします。 

【藤巻局長】  皆さん、こんにちは。御紹介のありました藤巻でございます。７月

１日付で現在のポストに就きました。何とぞよろしくお願いできたら

と思います。本日は大変御多忙の中、小池委員長をはじめ、１５名中

１３名もの先生方が対面もしくはウェブで御参加いただいております

こと、本当に感謝を申し上げたいと思います。１４１回目を数えます

この小委員会開会に当たりまして、ごくごく簡単に御挨拶を申し上げ

られればと思っております。本日は、太田川と遠賀川、２水系につい
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発言者 内容 

て２回目の御審議をいただくわけでございますが、この小委員会も先

ほど申し上げましたとおり、１４１回を数えるまでになってまいりま

した。私自身も、私事ですが事務所長の時代に、この小委員会に１１

回お世話になったものでございますけれども、やはり当時と比べて

も、今、何はともあれやはり気候変動に対して、どういうふうに将来

の安全度を守っていくか、目減りしないように守っていくかというこ

とを、この基本方針の中で各水系の特性に応じて指し示していく、あ

るいは河川環境の整備と保全、これをさらにネイチャーポジティブと

いう面も含めて環境をどういうふうに高めていくか、あるいは利水、

あるいは河川の利用、そういったものもしっかりと見ていかなきゃい

けない。本当に時代に応じて１４１回を数えてきたんだなとつくづく

思うところであります。気候変動ということでございますと、素人の

私が言うのもお恥ずかしい限りですが、やはりかつては大雨の専売特

許は四国や九州であったかと思いますが、ここ数日、大変不順な天候

を示しておりますのが北海道と東北でございます。先日は、石狩川水

系の雨竜川で、２か所で洪水が川からあふれる溢水がございました。

昨日から本日にかけましては、秋田の子吉川、あるいは山形の最上川

におきまして、堤防決壊まで起きるような大洪水が起きているところ

でございます。また、大雨の特別警報も２度にわたって発令されると

いうこともございました。やはりそういった現実が私どものほうに直

面している中で、小池委員長をはじめ先生方にしっかり御指導いただ

きながら、将来に向けてしっかりとした国家１００年の計になるよう

な河川整備基本方針を水管理・国土保全局としてもつくり上げていき

たい、そういう思いを強く持っておりますので、本日も何とぞ忌憚の

ない御意見を賜り、私どもを御指導いただければと思っております。

また、本日誠に初回から申し訳ないところでありますけれども、昨日

来の東北地方の出水の関係で、どうしても私、手を離せない別件がご

ざいまして、この挨拶を終わらせていただきますと間もなく、恐れ入

りますが中座をさせていただくことになります。とんだ御無礼でござ

いますが、何とぞ御容赦をいただければと思います。それでは、結び

となりますが、本日のこの小委員会が実り多い小委員会になることを

心から御祈念申し上げつつ、２つの水系の河川整備基本方針、しっか

りしたものに変えていけることを心からお祈り、あるいはお誓い申し

上げつつ、甚だ粗辞ではございますが、私からの御挨拶とさせていた

だきます。本日も、何とぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、小池委員長より御挨拶をお願いいたします。 
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【小池委員長】  小委員会の取りまとめをさせていただいております小池でございま

す。今、局長のほうから御紹介がありましたように、昨日来、子吉

川、それから最上川で、直轄区間の堤防が破堤するということが起き

る中、昨日からの経緯を見ていますと、今日の小委員会には局長はお

いでになれないんじゃないかと思っておりました。夜中に危機管理監

に意見具申をするというような事態の中でこの会を開かせていただく

ということで、非常に緊張を持って臨んでおります。こういうことが

起こることの本来的な意味を昨日来考えておったんですが、かつて名

古屋大学に水圏科学研究所というのがありまして、私の個人事ではあ

りますが、雪氷学と雲・降水物理の関係で、この水圏科学研究所、両

方の分野で大変お世話になりまして、降水物理は武田喬男先生がリー

ドしておられました。亡くなられてしまいましたが、武田先生から教

わったのは、熱帯で吸収した太陽エネルギーを極域に運ぶ力と、極域

で相対的に冷えた空気がぶつかるところが梅雨前線であると。低緯度

域からのエネルギーの輸送と、高緯度帯での寒冷な空気、その境界に

我が国があります。これは大陸の東岸では共通する部分なんですが、

北アメリカ大陸には日本列島のような島はありませんので、それは大

西洋の上で起こることになります。一方、この太平洋では日本がござ

いまして、その影響を直接受けるということになります。昨日から気

象配置を見ていますと、北の低気圧が反時計回りに冷たい空気を運

び、東にあります高気圧が南から時計回りに湿った風を送る、さらに

そこに台風３号が影響していまして、それを加速しているという状態

の中でこの事態が起こっております。昔はどちらかというと九州とか

四国が多かったんですが、全体的な気圧場の変化、これは気候変動で

あるかどうかはまだ考えなければいけないところでありますが、今回

の場合は日本海側から日本列島を貫く前線の上で起こっているという

ことでございます。こういうことが北海道でも起こるようになってき

た中で、基本方針をどう変更していくかということ、私どもは議論し

ています。私が何度も申し上げていることですが、１.１倍というのは

平均値です。整備計画を立てるための平均値です。それよりも大きな

ものがより頻度高く起こる可能性が十分科学的には考えられておりま

す。太田川並びに遠賀川ではこれまでにも色々な取組がなされてきて

おります。そういうところを勉強させていただきながら、この両河川

の方針について議論を深めたいと思います。どうぞ御協力をお願いい

たします。 

【事務局】  小池先生、ありがとうございました。それでは、議事に移りたいと

思います。以降の進行につきましては、小池委員長、よろしくお願い

いたします。 
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【小池委員長】  それでは、本日の議事に入らせていただきます。本日の進め方でご

ざいますが、まず、太田川水系河川整備基本方針の変更に関する資料

を事務局から御説明いただいて、議論をさせていただきたいと思いま

す。それでは、事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局】  事務局の河川計画調整室長の小澤です。資料１－１の太田川水系河

川整備基本方針の変更について御説明いたします。本日は、前回の御

意見等に対する補足説明と、河川整備基本方針本文についての御説明

をさせていただき、御審議をいただきたいと考えております。まず、

いただいた御意見に対する補足説明をさせていただきます。２ページ

を御覧ください。前回、内田委員からは、玖村基準点の下流の古川合

流後の西原地点で流量を８,０００㎥／s から８,３００㎥／sに３００

㎥／s増やしていることについての根拠と、その地点で河道の流下能

力が維持できる根拠を教えてほしいとの意見がございました。また、

基本高水の検討に際して、アンサンブル予測降雨を活用することにつ

いてやり取りがあり、計画として降雨を１つ決めるのはよいが、いろ

んなことが起こり得ることをアンサンブルのパターンを見て確認して

おくことが大事との御意見をいただきました。３ページを御覧くださ

い。左側に基本高水の検討の際に使った１４の主要洪水を横軸に並べ

て、上段に玖村地点の流量、中段に西原地点の流量を整理してござい

ます。そのうち、古川等からの流入量を赤色で整理してございます。

赤枠で囲った基本高水の決定洪水の昭和２６年１０月洪水について

は、古川等からの流入量が約３００㎥／sとなることから、西原地点

の流量を玖村地点から３００㎥／s増加させた計画としてございま

す。また、同じようにアンサンブル予測降雨を使って、それぞれの地

点でどういった流量になるのかを検討を行ってございます。次の４ペ

ージに示す降雨パターンの分類、クラスター１から６について、玖村

地点の流量が大きい洪水を３つずつ抽出しまして、流量を算定してご

ざいます。その結果が３ページの右側になりますけれども、結果とし

て西原地点で８,０００㎥／sを超える洪水が４つほどございました。

今回の一連の基本方針の見直しにおける基本高水のピーク流量の算定

や河道配分流量の算定においては、アンサンブル予測降雨は一つ一つ

の降雨を用いるのではなく、降雨量変化倍率として活用することにし

ています。また、今回活用したアンサンブル降雨には、基本高水の算

定プロセスが棄却される地域的、それから時間的に著しく偏った降雨

も含まれています。こういったことを踏まえて、一つ一つのアンサン

ブル予測降雨は、避難など危機管理対応を検討する際に念頭に置いて

いくことが重要というふうに考えてございます。次に、６ページを御

覧ください。左上の横断図は、８,０００㎥／sから８,３００㎥／sに
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流下能力を上げるために掘削を行う箇所の断面でございます。赤色の

線まで掘削を行う予定となってございます。右上の縦断図は、左側下

流、それから右側が上流で、縦軸が標高を示しています。左岸、右岸

の干潟の標高を青とオレンジの丸で示してございまして、おおむね平

均潮位以下で干潟の標高が形成されているということが分かるかと思

います。左上の横断図に戻っていただきまして、掘削する箇所という

のは平均潮位プラス０.２メートル、つまり、干潟より高いところを掘

削することにしてございまして、干潟への影響、それからまた、そこ

で大きな再堆積が発生する可能性は低いと考えてございます。また、

右下の図は、過去に実施したリング法による河床変動調査の結果でご

ざいます。実施位置は６か所で、いずれも平均潮位以下の地点でござ

いますが、最も今回の掘削高に近いのがＡとＤの地点となります。右

上の図のほうにＡとＤの地点の河床の変化が左から右、時系列で並ん

でいますが、それぞれの地点、堆積傾向ではないことが分かるかと思

います。この結果からも、８,０００㎥／sから８,３００㎥／sに流下

能力を上げる掘削箇所で大きな再堆積が発生する可能性は低いのでは

ないかと考えています。河川整備計画の策定段階では、内田委員にも

ちょっと御相談させていただきながら、もう少し詳細に検討を加えて

いきたいと考えておりますし、実施段階においてはモニタリングをし

ながら進めていければと考えてございます。７ページを御覧くださ

い。こちらは前回お示しした事前放流の効果の資料で、右側が１４の

主要洪水に対して、治水協定で定められている洪水調節可能容量を確

保できている仮定での事前放流の効果量を整理したものでございま

す。立川委員からは、どのような降雨だと利水ダムの事前放流による

ピーク流量の低減効果が大きくなるのか、または小さくなるのか示し

していただきたいと。住民の方々への説明も含めて十分に理解をした

上で、上流のダムの活用など、その先の検討に進むことが大事だとい

った御意見をいただきました。８ページを御覧ください。左の図は、

１４の主要洪水についての事前放流の効果が大きいものを上から順に

並べたものでございます。効果が一番大きかった主要洪水の雨量と玖

村地点の流量を右側の上段に整理し、効果が一番小さかった主要洪水

の雨量と玖村地点の流量を右側の下段に整理しています。効果が大き

かったものと小さかったものを比較すると、玖村地点の流量がピーク

を迎える前の雨の降り方に違いがありまして、上段の事前放流の効果

が大きかったものは、雨量のピークは大きいものの、まとまって短時

間に降っており、下段の事前放流の効果が小さかったものは、雨量の

ピークはそれほどではないものの、だらだらと長い時間雨が降ってい

るのが分かるかと思います。下段のような雨の場合は、利水ダムにお
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いて事前放流で空けた容量が洪水のピークに直結するような雨が降る

前に、その前の雨でダムが満水となって、事前放流の効果が洪水の流

量のピークに現われてきません。また、ダムがある場所に雨が降る場

合に効果が大きく、ダムがない場所に雨が降る場合は効果が小さい、

そういった結果になってございます。９ページを御覧ください。こち

らは同様の計算を、アンサンブル予測降雨で実施した結果でございま

す。表の中にピークを迎える前の雨量を前期降雨量ということで追加

をしています。それから、雨のパターンをクラスターの分類ごとに整

理をしてございます。これを見ていただいても、前期降雨の量が少な

いほうが効果が大きくなっている。それから、ダムがある場所にたく

さん降る雨のパターン、Ｃ１とかＣ２のパターンになりますけれど

も、こういったもので効果が大きくなっていることが分かるかと思い

ます。１０ページを御覧ください。戸田委員からは、三篠川や根谷川

などの支川群の流量は、流量配分図の中では変わっていないが、降雨

が強くなっている前提なので、流域での貯留があって達成し得るもの

だということが伝わりにくい。文章でちゃんと表現しておくことが、

その後の整備計画などの検討において大事であるとの御意見をいただ

きました。こちらの図は第１回でお示しした資料でございますけれど

も、右側の赤枠の中に、沿川の土地利用も考慮しつつ、支川も含めて

流域全体で貯留・遊水機能確保という言葉で表現しているところでご

ざいます。基本方針の本文への反映も行っていますので、また、後ほ

ど説明します。次に、１２ページを御覧ください。中村太士委員から

は、サツキマスの資源量について根拠を記載してほしいとの御意見が

ありました。水辺の国勢調査と、高瀬堰で太田川河川事務所が行って

いる調査の結果を記載しています。温井ダムの上流では、平成２６

年、令和元年、令和５年に、それから温井ダム下流では、平成２６

年、令和元年、令和５年と、近年の水辺の国勢調査では毎回サツキマ

スが確認されてございます。高瀬堰付近では、水辺の国勢調査では平

成２６年以降、サツキマスは確認できていません。太田川河川事務所

が実施している調査では、平成２６年から令和３年までの間にサツキ

マスは数個体確認されてございます。令和４年、令和５年は未調査と

なってございます。続きまして、１４ページを御覧ください。中村太

士委員からは、左下の断面についてどのような生物を対象に、なぜこ

のような施工を行うのか教えてほしいといった意見がございました。

御指摘いただいた断面は現在の河川整備計画作成時に設定したもので

ございますが、当時の流域委員会で、掘削土砂の流出によってモクズ

ガニの生息環境に影響を及ぼす可能性が指摘されたことから、掘削に

よる急激な土砂流出を防ぐため、小堤を残して掘削する２段階での施
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工を行うようにしたものでございます。また、掘削形状については、

オヤニラミの生息するワンド、たまり等を保全・創出するため、上下

流一律ではなく、凹凸のある河川形状とすることで二次流路の形成な

どを図っているところでございます。 

続きまして、資料１－２の本文について御説明をさせていただきま

す。新旧対照表の形でお示ししています。まず、４ページを御覧くだ

さい。河川の総合的な保全と利用に関する基本方針でございます。

（１）の流域及び河川の概要。これから左側の番号を示しながら御説

明をさせていただければと思います。４から６ですけれども、人口や

インフラについて追記、修正をしてございます。それから、１１から

１８については、流域に生息する生物等について追記をしてございま

す。それから１９、流域で確認されている特定外来生物について追記

をしてございます。それから、２２から２３については、治水事業の

変遷について、河川整備基本方針や河川整備計画の策定経緯を追記し

てございます。２４には、平成２７年関東・東北豪雨を踏まえて取組

が開始された「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組につい

て追記してございます。２５から２９には、平成３０年７月豪雨や令

和３年８月豪雨、それから、流域治水プロジェクトの推進やまちづく

りとの連携、それから、治水協定の締結による事前放流の取組など、

近年の取組について追記をしてございます。３１番は、水質の基準に

ついて追記をしてございます。３２から３３については、かわまちづ

くりの取組や流域との連携について追記をしてございます。続きまし

て、（２）の河川の総合的な保全と利用に関する基本方針でございま

す。３６に、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の考

え方を追記してございます。それから、前回、清水委員から、この太

田川においては上下流での流域連携があって下流が守れるという、そ

ういったことを強調するべきといった御意見があったことも踏まえ

て、上下流の関係者の理解促進といった記述も追記してございます。

それから、３８は、太田川の流域特性を踏まえた対策、本川、上下流

のバランスを踏まえた対策を実施すること。そのために国・県、自治

体が連携して取り組むといった考え方を記載してございます。また、

特定都市河川の指定に向けた検討についても追記しているところでご

ざいます。それから、中村公人委員から、前回、太田川では中山間地

に貯留・遊水機能を求めなければいけないが、治水をきっかけにし

て、その地域の農業や生活環境について将来どうしていくのかを議論

できるとよいといった意見を踏まえまして、「土地利用の将来像と一

体となった貯留・遊水機能の確保」といった記載を追記してございま

す。続きまして、３９でございますが、水理・水文や土砂移動、水
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発言者 内容 

質、動植物の環境に係る調査の実施、降雨、流出特性、流下特性、降

雨、降雪、土砂動態の変化や河川生態への影響の把握に努めるといっ

たことについての記載を充実しています。４０が、防災教育やインフ

ラツーリズムを通じた人材育成について追記してございます。４２

は、水のもたらす恩恵を享受できるように、流域の関係者が連携して

水循環の維持回復を進めることについて追記してございます。４３

が、河川の有する多面的な機能の発揮のための適切な維持管理や予防

保全型のメンテナンスサイクルの構築について追記しております。４

４は、総合的な土砂管理の推進について追記をしてございます。続き

まして、災害の発生の防止又は軽減でございますけど、４６が、計画

規模の洪水の対応について、下流部・上流部の整備の留意点について

追記してございます。河口部の干潟への配慮、それから、分派部の上

流の土砂管理、それから、中・上流部の沿川の土地利用の将来像を考

慮した河川改修といったことで記載をしてございます。４７、４８

は、計画規模以上の洪水の発生や、河川の整備途上において洪水が発

生することも想定した取組について記載をしてございます。４９、自

然環境や景観への配慮、流域内の既存ダムの活用について追記をして

ございます。５０が、流下能力確保に当たっての留意点を記載してい

るところでございます。５１が、洪水調節機能の確保に当たっての留

意点について記載をしてございます。５２は、内水被害が発生した地

域の対応について追記をしてございます。５３が、気候変動により頻

発化している土砂洪水氾濫について対策を実施することについて追記

をしてございます。前回、中北委員から、アンサンブル予測データを

分析すると、２０１４年の広島豪雨と同じような雨が降ることが再現

されており、そういったことを基本方針の中に記載したほうがよいと

いった意見を踏まえまして、「平成２６年と同等な線状降水帯による

豪雨が今後も発生するリスクがあるという研究成果を踏まえ」といっ

た記載をしてございます。それから、中北委員、小池委員長から、広

島県や広島市で取り組まれている土地利用の取組の現状だけではなく

て、将来の取組を記載していただきたいという意見があったことを踏

まえまして、「国は、土砂災害リスク等を踏まえた立地適正化等の防

災まちづくりと連携した土砂災害対策の促進に努める」といった記載

を追加しているところでございます。５４は、河川管理施設の管理に

ついて、自動化、遠隔化、内水排除施設の適切な運営について追加を

しています。５８につきましては、中高頻度の確率規模の浸水想定な

ど、多段階のハザード情報の提供など、水害に強い地域づくりの検討

がなされるように技術的な支援を行うことについて追記をしてござい

ます。５９は、ハザードマップやタイムライン、防災訓練などへの支
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発言者 内容 

援、洪水予報、水防警報の充実など、警戒避難体制の充実に当たっ

て、自治体や住民との具体的な連携内容について追記をしてございま

す。６２は、耐震対策、復旧資材の備蓄、防災拠点の整備についての

追記をしてございます。６７につきましては、気候変動の影響による

降雨量や降雪・融雪量、流況の変化の把握について追記をしてござい

ます。続きまして、イの河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維

持でございますが、７２に、気候変動の影響による降雨量、流況の変

化の把握について追記をしているところでございます。続きまして、

ウの河川環境の整備と保全でございますが、７０番、河川環境の整備

と保全については、河川環境の目標設定、多自然川づくり、生態系ネ

ットワークの形成にも寄与する河川環境の保全・創出を図っていく旨

を記載してございます。７１から７９については、各区間別の環境整

備の目標を追記してございます。８０は、特定外来生物への対応につ

いて追記をしてございます。それから、８１は、景観の保全・創出に

ついて、治水や沿川の土地利用との調和について追記をしておりま

す。８２については、河川の利用について、具体の利用形態を追記し

てございます。８４は、ユニバーサルデザインに関する記述について

追記をしており、８８は流域との連携について記載をしてございま

す。続きまして、２の河川の整備の基本となるべき事項、１、基本高

水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項でございま

すけれども、基本高水のピーク流量、それから、洪水調節流量につい

て変更してございます。２の主要な地点における計画高水流量に関す

る事項につきましては、西原地点を追加しまして、計画高水流量８,３

００トンとしています。また、戸田委員から、三篠川や根谷川などの

支川群の流量が変わってないけど、しっかりためることがあってこの

計画がなしているものだということが伝わりにくいといったことにつ

いては、支川の記述の中に、「貯留・遊水機能を踏まえた」という記

述を追加してございます。（３）主要な水における計画降水及び計画

横断形に係る川幅に関する事項ですけど、西原地点を追加してござい

ます。それから、計画高潮位について、海岸保全基本計画との整合性

についての記述を追加してございます。（４）主要な地点における流

水の正常な機能を維持するために必要な流量に関する事項ですけど、

渇水流量について時点修正をしてございます。以上で説明を終わりま

すが、ちょっと１点補足で、今日急遽欠席となりました森委員からコ

メントをいただいてございまして、本文案について異議はありません

といったコメントをいただいております。その他ちょっと質問等は来

ておりますけど、それは別途事務局のほうで対応させていただきたい

というふうに思います。説明は以上になります。 
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発言者 内容 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただ

きました資料の１－１、１－２につきまして、意見を各委員からいた

だきたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。ま

ず、会場から。中北委員、どうぞ。 

【中北委員】  御説明ありがとうございました。５３番のところで、前回コメント

させていただいた２０１４年の広島の豪雨がまた起こりますというと

ころをここに入れていただきましてありがとうございます。今書いて

いただいた、今回の太田川に関する文書に関してはこれでいいと思い

ますが、少しちょっと……。 

【戸田委員】  すみません、私だけかもしれないですけど、中北先生の声が聞こえ

ないと思いますけど。 

【中北委員】  すみません、戸田先生、もう一度言いますが、５３番というとこ

ろ、２３ページのところに、広島豪雨のようなものがまた起こるとい

うような文言で、土砂に関する今後について記していただいた点です

けれども、ここに太田川について記載いただいた点について、ありが

とうございました。新たに何かあるというものでありませんが、基本

的にここに書いていただいているように、新しいものも含めて５キロ

の多数のアンサンブル情報というのがまた新たに出てきている中で解

析していくと、広島豪雨だけじゃなくて九州北部豪雨であれ、可児豪

雨であれ、今までやっぱり線状降水帯的、線状対流系の線状降水帯で

すけど、やっぱり起こるべきところに将来も起こるというのがきれい

に出ていますので、これは今、広島なので土砂災害に関してここに記

していただきましたけど、またリビングドキュメントを議論いただく

ときに、同じようなものはまた同じところで起こるということを少し

重めに考えていったほうがいい。もちろん１.１倍になって降水強度も

強くなって頻度も高くなるんですが、それはどこか知らんところじゃ

なくて、今まで起こっていたところというのはやはり起こりやすいと

いうことを大前提で、また河川整備計画のときがよいかもしれません

けれども、リビングドキュメントの中で入れておいてもらったほうが

いいかなというのが思いでございます。同時に、今回、最初小池委員

長からもお話ありました、東北のほうはやはり増えるぞというのは前

からずっと言っていることで、最近特に顕著に分かってきているの

は、日本海側が増えるというのも分かってきていますので、ある意味

科学的予測で出ているようなことが現在起こっているということで、

何が言いたいかというと、１.１倍という形でいろんな整理も治水の計

画も立てていくんですけれども、１.１倍だとそれぞれのところで現実

味というか、何が起こっているかというのは想像しにくいと思います

ので、少し今言ったようなところを想像しながら整備計画等を考えて
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いただくのが大事なので、同じところでも起こります、東北では日本

海がより多くなります、今回起こっているようなことは、やはり予測

されているような形で出ていますみたいなのを、よりこれからも研究

としても出していきますし、そういう知見もどんどんリビングドキュ

メントの中へ入れていただけたらいいなと思いました。以上でござい

ます。すみません、時間いただきました。 

【小池委員長】  中北委員、どうもありがとうございました。事務局、何かございま

すか。 

【事務局】  御意見、御助言ありがとうございます。こういった科学的な研究成

果というのを我々もちゃんと知って、これをどうやって行政の声に落

としていくのかというのは、また引き続き議論させていただければと

思います。どうもありがとうございました。 

【小池委員長】  非常に重要な御指摘ありがとうございました。それでは、秋田委

員、その次に髙村委員、お願いしたいと思います。じゃあその後、会

場の立川委員、お願いします。では、秋田委員、お願いいたします。 

【秋田委員】  ありがとうございます。基本方針にもちろん異論はありません。特

定都市河川について３８番の最後のほうに記載いただきましたこと、

まずはありがとうございました。これは小池委員長のお力添えもあっ

たかと思います。それから、５８番に関しても、都市計画や建築との

連携の技術支援ということで、こちらも委員長のお力添えと思いま

す。それから、最後に５９番のところの下から３行目に、「外国人観

光客等も含む来訪客の理解促進」ということがあります。私もつい最

近、津波の避難訓練ですが外国人の留学生を連れて先々週あたりに伊

豆市で行いました。フランス人とインドネシア人の留学生を連れて避

難訓練に参加したのですが、日本人に声をかけられても何を言われて

いるのかなかなか分からないということで、看板設置等の多くの意見

が留学生から出されました。特に風光明媚な場所、太田川も外国人の

観光客たくさんいらっしゃると思いますが、啓発だけではうまくいか

ない場合もあるのではないかと思います。例えば英語や多言語表示さ

れている看板を提示するだとか、そうした啓発以外の具体的なものも

今後必要ではないかと思います。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。まず、事務局、どうぞお願いいたし

ます。 

【事務局】  ありがとうございます。避難誘導については、やっぱりいろんな人

に伝えていかなきゃいけないというので、ユニバーサルデザインみた

いな感じで、そういった形に、我々の発信している浸水想定とかハザ

ードマップとかを変えていくみたいなことは、これまでもやってきて

います。外国人対応でちょっとどこまでできていたかちょっと今、定
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かではないですけど、例えば、英語にするというのもありますし、絵

というかピクトグラムみたいなもので示すみたいなことも各分野でた

しかやっていることはあったかと思いますので、これはまた引き続

き、議論をさせていただければと思います。 

【秋田委員】  ありがとうございました。 

【小池委員長】  ５９番の最後の３行のところで、「外国人観光客等を含む来訪者の

理解促進に資する」の後ですね。「啓発活動の推進と情報提供方法の

検討」とか、そういうものを入れてはいかがですかね、この部分に。 

【事務局】  すみません、今の御指摘は啓発活動だけではなくて、情報提供手段

とか、そういった言葉を追加してはということでしょうか。 

【小池委員長】  そうですね。今、秋田委員、そういうことを加えてはいかがかとい

う御指摘だと思います。 

【秋田委員】  ありがとうございます。おっしゃるとおりです。 

【事務局】  検討させていただきます。 

【小池委員長】  検討していただければと思います。 

【秋田委員】  ありがとうございました。 

【中北委員】  ついでにユニバーサルという言葉もここで入れても。 

【小池委員長】  ユニバーサルは別のところで出ているんですね。 

【中北委員】  環境のところですね。そこに入れたなら、こっちも入れたらいいか

なという、それぐらいの意見です。すみません。 

【事務局】  併せて検討をさせていただきます。 

【小池委員長】  よろしくお願いします。重要な御指摘ありがとうございます。今、

外国人の方がすごく多いので、非常に重要な御指摘だと思います。そ

れでは、髙村委員、お願いいたします。 

【髙村委員】  ありがとうございます。７１番、環境のところですが、守るべきも

のは重要種を含む多様な動植物種であり、それが保全されるようにワ

ンドなどの場を調査する、ということが分かりにくい文章です。単に

場の定期的なモニタリングを行うというようにも読めてしまうので、

そこのところを誤解のないように文章を訂正していただきたいなとい

うのが１つと、あと１６番ですが、支川三篠川は云々、の後に「太田

川下流の代表的な支川である」と書いてありますが、代表的な支川で

ある、というのは、もっと前に書いたほうがいいと思いました。ま

た、太田川の、ここは下流の代表的な河川だけれども、下流もあり、

上流もあるということなのかどうか、この文章だけ読んでいて、混乱

しますので、整理していただければと思います。 

【小池委員長】  主に２点ですけど、まず、事務局、お願いいたします。 
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【事務局】  御意見ありがとうございます。１点目については、ニュアンス的な

ものも含めてだと思いますので、先生とキャッチボールをしながら検

討をさせていただければというふうに思います。２点目は、１４から

１９は、本川と、あとこれがそれぞれ番号ごとに代表的な基本的な支

川を挙げて書かせていただいています。その中に、１６のところに代

表的な支川という言葉が１個紛れ込んでしまっているので、ちょっと

並びが分かりにくくなっているということかと思いますので、内容を

もう１回チェックさせていただきたいというふうに思います。 

【小池委員長】  そうですね、支川、三篠川、根谷川、それからまた今度、上流の滝

山川に行って、ちょっとその並びを考えていただいたほうがいいかも

しれません。髙村先生、どうも御指摘ありがとうございました。それ

では、立川委員、お願いいたします。 

【立川委員】  事前放流の分析をいろいろしてくださいまして、どうもありがとう

ございました。この結果を踏まえて、文書でいくと５１のところにな

るかと思うんですが、第１パラグラフの３行目、４行目のところ、４

行目ですか、関係機関が連携した効果的な事前放流等の実施、この中

に治水施設の機能改善のようなものも含めて文章を読み取ればよろし

いでしょうか。以上でございます。 

【小池委員長】  事務局、いかがでしょうか。要するに、これは運用だけのように見

えるけれども、例えば、前回議論しましたように、電力ダムを利用す

るにはゲート高を下げたり、放流口つくったりしないといけないわけ

で、そういう施設の改善も読める形にしたほうがよいという御指摘の

ように思いますが。 

【立川委員】  そうですね。非常にこういうのは難しいので、こういうところに気

持ちを込めておられるのか、そのあたりを確認したいと。 

【小池委員長】  いかがでしょう。 

【事務局】  ４９をちょっと見ていただければと思いますが、４９の後段のとこ

ろに、「施設管理者と連携して、流域内の既存ダムの活用」というこ

とを書かせていただいていて、どちらかというとこちら側にその気持

ちがこもっているというふうに思っております。 

【小池委員長】  今、立川委員が御心配になった、過度の負担というのもここには記

載されていますね、確かに。４９のほうに。 

【立川委員】  そうですね、はい。 

【小池委員長】  じゃあこの形でよろしいでしょうか。 

【立川委員】  はい。どうもありがとうございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。鬼束委

員、お願いいたします。 
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【鬼束委員】  鬼束です。まず全体についての指摘ですけれども、文章が両揃えの

ところと左揃えのところがございますので、どちらかに揃えたほうが

いいというのが１点目です。２点目が７３番です。その２行目、「ア

ユの産卵場がある連続する瀬・淵」とありますが、「アユの産卵場が

ある」が瀬だけにかかっているのか、瀬と淵にかかっているのかがち

ょっと分かりにくいです。アユの産卵場をミクロに考えると、アユは

瀬にしか産卵しませんので、淵にかかるというのはちょっとおかしい

です。マクロに考えると合っているといえば合っているんですが、左

側の平成１９年を見ると「アユの産卵場となる瀬の保全」ですから、

どちらかというとミクロに見ているようです。すると、アユの産卵場

が淵にかかるのは間違っていると思います。この辺の日本語の文言を

再考されたらいいと思います。以上です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。事務局、お願いいたします。 

【事務局】  確認をして、正しい日本語になるようにしたいと思います。 

【鬼束委員】  ありがとうございました。 

【小池委員長】  瀬を保全する、瀬・淵構造がちゃんと残すことと、瀬の保全という

のが大事だと思うんですよね。そこをどう表現するかというのが、元

は産卵の瀬だけというふうに見えているけれども、瀬・淵の構造をど

う保全するかというのが本来は大事だと思いますので、アユの産卵の

かかり方のところをちょっと表現工夫していただく必要があるかなと

思います。どうも御指摘ありがとうございました。それでは、オンラ

インのほうで、清水委員、その次に内田委員、お願いいたします。 

【清水委員】  ありがとうございます。補足事項の太田川放水路の河道横断変化で

の掘削の関係で確認させてください。３キロの横断図のところでは赤

い線で掘削が入っているのは、ここは流下能力がないので掘削を行う

が、下図の０.２キロでは、流下能力があるから掘削をしなくていいと

いうことですね。それが１点と、下図（２キロ）の断面図で、干潟と

いうのはどこにできるのかを教えてください。この図を見ていて、大

きいような河床変動が起こっているのが、横断距離２５０メートルの

ところでそのあたりに干潟が生じるように思いますが、確認させてく

ださい。それからもう一つは、一番上の文章です。平均潮位以下に多

くの干潟があるから、それをもって平均潮位で掘削したとしても河道

（干潟）は維持できるという話です。３キロと０.２キロの横断図では

何が違うかというと、堤防間の川幅は３００メートルで同じであって

も、３キロでは横断面形がかなり高水敷化して複断面になっていま

す。下流の０.２キロに比べると底面の河床変動が少なく、３キロのほ

うは良好な干潟ができないのではないかと感覚的に思います。平均潮

位から上を赤く示したように切ったほうが良いのか、あるいは０.２キ
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ロでは横断形状がとても滑らかですね。全体的に船底形という、福岡

先生の言葉を借りると、そういう形状のほうが干潟の再生にとっては

よいのであれば、むしろ平均潮位以下をむしろ掘削したほうが、干潟

の再生にとっては良いかもしれません。たしか太田川生態工学研究会

という検討がありました。その辺の検討を少し言及されると思いま

す。平均潮位以下で多くの干潟があるから、平均潮位以上で掘削すれ

ば問題ないという、それが何となく短絡的かなと思うところで、むし

ろ戸田先生の方がよく分かっているのではないでしょうか。その辺ど

うですか。確認事項と、少し考え方についての質問です。。 

【小池委員長】  掘削したけど堆積するという観点と、干潟をどう保全するかという

観点を両方考えたときに、どんな記述になるかという御指摘だと思い

ますが、今、お話ありましたように、戸田先生、何かございますでし

ょうか。 

【戸田委員】  すみません、はっきりと現場のことが分かってないのですけど、前

回、内田委員からの御指摘の中で、放水路の河道に関しては、上流か

らの土砂だけじゃなくて潮汐によって海側から土砂堆積が進行するよ

うな状況もあると。それに対して、平均潮位より上の部分で掘削を行

うと、海側からの土砂による堆積というのはあまり影響ないのではな

いかということは１つ言えると思います。一方、清水先生が言われる

ように、断面の中で干潟になり得るような潮間帯の幅をより増やして

いこうということをさらに考えるのであれば、もっと断面の工夫など

があり得ると思いますけど、その辺は基本方針というより、整備計画

のレベルで実際にもう少し河道断面を細かく決めていかないといけな

いと感じるところです。 

【小池委員長】  今の御指摘、両方の考え方の重要性を御指摘いただきましたが、内

田委員、いかがでしょう。 

【内田委員】  ありがとうございます。両委員の御意見に賛同します。事務局か

ら、前回の私の質問である、戸田先生から今説明いただいたような、

海からの土砂が入ってくることによる安定した形が維持できるかどう

かというのは、今、検討できる限りの検討はしていただいて問題がな

いように、ほかの周りの事例も含めて検討いただいているという説明

でした。あと洪水を含めて、実際それが問題あるかどうかについて

は、モニタリングしながら御検討いただくということですので、詳細

については引き続き検討いただくということかなと思っております。 

【小池委員長】  この議論していただいたことを議事録にきちっと残して、整備計画

をお考えいただくときにぜひ参照いただきたいと私は思いますが、失

礼しました、事務局、いかがでしょう。 
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【事務局】  いろいろありがとうございます。まず、確認事項として、３キロと

０キロ２００の場所の説明の次ですけれども、左側の写真のところ

に、ちょっと文字が見にくいんですけど、放水路、洪水時、掘削箇所

とオレンジ色の点線で囲っている箇所、これが掘削箇所ですので、上

段の３キロのところは掘削する場所、それから、０キロ、２００は掘

削しない場所ということになります。右側のリング法による河床変動

調査、これでＡＢＣＤＦと６点、過去に調査するものが見つかってい

ますが、この中で、この掘削する箇所の状態に何が近いのかというと

ころで、私はちょっとＡ、Ｄが近いと言ったんですけど、これは何を

もってＡ、Ｄが近いと言ったかというと、掘削する場所の標高が今回

０.２より上だということで、この６点の中でいくとそれよりも一番上

のほうにあるのがＡとＤだったので、ＡとＤが一応掘削するところに

近いんですということで、その部分が堆積傾向にないという説明をさ

せていただきました。検討した結果が本当にこれで正しいと言い切る

のもなかなか難しいなと思いながらこの記述をしていって、そういっ

たところが河川整備計画の中で少し御相談をさせていただきながらと

いうところと、実施段階ではモニタリングをしながらということで表

現させていただきましたので、引き続き御助言いただけると大変助か

ります。いろいろありがとうございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。ぜひ今の議論を基に、モニタリング

を行いながら、整備計画の中で実現していただければと思います。ほ

かに。清水委員、今のような議論でよろしいですか。 

【清水委員】  ありがとうございます。議論をさせていただいたことが非常に貴重

だと思っています。ありがとうございました。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。内田委員、どうぞよろしくお願いい

たします。 

【内田委員】  ありがとうございます。断面については今の御議論のとおりで、事

務局の説明と補足の先生方の意見で納得いたしました。今回説明いた

だいた古川の流入については、いろんなパターンを考えて、やはり今

回のように入れていくというのが、むしろ特別じゃなくて妥当なのか

なということで理解はいたしました。質問でもなく修正でもなくコメ

ントに近いと思うんですけど、立川先生からの先ほどの質問に関係あ

ることですが、今回の説明資料で８ページ、あるいは９ページですか

ね。事前放流の効果がある場合とない場合があるという検討結果、こ

れは非常に大事だと思います。非常に大事だというのは、もちろん効

果があるところを見つけるという意味でも大事なんですが、効果がな

いということ、つまり、先ほど立川先生から御指摘があったように、

現状の放流施設ではせっかく事前放流しても、その効果が消えてしま
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う場合がある。それを生かすためにはそれをキープしないといけない

という意味で、この両方の結果は大事かなと思います。現状では、活

用の中で能力を発揮するということで、この数字でいいかと思います

けれども、将来的にこの検討結果は頭の隅というか残していただい

て、もし施設改善を積極的にする場合は、さらに効果ができる場合が

あるという辺りを御検討の範囲の中に入れていただければと思いま

す。以上です。 

【小池委員長】  大変重要なところだと思います。今の御指摘の、それから、立川委

員から御指摘のあった施設改善ということもそうですし、あと、オペ

レーショナル、運用の方法ということも、科学技術の進展とともに、

これも前回ちょっと触れましたが、中北委員から御指摘があるよう

に、オペレーターの負担をどう考えるかということをきちっと念頭に

置きつつ、そのオペレーションの仕方ということも、科学技術の発展

とともに高度な形に移行できていくと思いますので、そういうものが

河川管理に適用されていくことが必要かと思います。私自身、最上川

の事例はまだきちっと調査していませんが、異常洪水時防災操作に移

った後か移るときに、放流を絞ったんです、最後の段階で。これはま

た特別な措置だというふうに思っております。こういうようなことが

実施されることによって、最上川の場合、かろうじてぎりぎりのとこ

ろで、十何センチというところでとどまっているというところもござ

いますので、こういう操作をどのように実現できるかということも、

これからの課題かなというふうに理解しております。内田委員、どう

もありがとうございました。よろしいでしょうか。ほかに御指摘等ご

ざいませんでしょうか。それでは、最後に関係県として、広島県の方

に御参加いただいておりますので、御意見をいただきたいと思いま

す。広島県知事代理の上田様、御意見をお願いいたします。 

【湯﨑委員代理（上

田）】 

 広島県土木建築局長の上田と申します。本日は、知事の代理で出席

をさせていただいております。委員の皆様方におかれましては、太田

川水系河川整備基本方針の変更につきまして、本日２回目となる御審

議をいただきまして、誠にありがとうございます。このたび気候変動

を踏まえての基本方針変更案が示されており、これにより、今後さら

に、県民の安全性が高まる施策が展開されることを期待しておりま

す。本変更案に係る基本的な内容につきましては、特に異論はござい

ませんけれども、１点お願いを申し上げて意見に代えさせていただき

ます。既に治水機能増強検討調査に着手していただいているところで

すけれども、早期の治水安全度の向上に向けて、さらなる進捗が図れ

られますようお願いいたしますとともに、関係市町、地域住民の理解

が得られるよう、十分に協議・調整を図りながら進めていただきたい
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と考えております。今後も引き続き、流域治水の考え方を踏まえまし

て、国や流域市町と連携して、しっかりと治水対策に取り組んでまい

りたいと考えておりますので、引き続き、御支援、御協力をお願い申

し上げます。広島県からは以上でございます。ありがとうございま

す。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは、今回の太田川水系の審

議についてでございますが、前回、今回と２回の審議を経まして、本

文等につきましては、指摘いただいた御意見が少なかったことを踏ま

えまして、委員長である私預かりとして確認させていただき、分科会

に上げさせていただきたいと思います。御異議はございませんでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。２回の審議にわたりまして、太田川

水系の基本方針について御議論いただきまして、誠にありがとうござ

いました。今回、御専門として加わっていただきました内田委員、広

島県の皆様、ありがとうございました。御尽力に改めて御礼申し上げ

ます。それでは、次に、遠賀川水系河川整備基本方針の変更につい

て、資料の説明を事務局からお願いいたします。 

【事務局】  資料２－１の遠賀川水系河川整備基本方針の変更について御説明を

いたします。本日は、先ほど同様、前回の御意見に対する補足説明

と、基本方針本文について御説明をさせていただき、審議をいただき

たいというふうに考えてございます。それでは、２ページを御覧くだ

さい。前回、中村太士委員からは、遠賀川は緩傾斜の高水敷がうまく

機能しているが、右側の整備後の写真について、水際の自然路が現状

よりよくないので写真を加えたほうがよいという指摘がございまし

て、最近の写真に入れ替えてございます。続きまして、３ページを御

覧ください。中村太士委員からは、緩傾斜の高水敷は、下流域や上流

域でもうまくいくのか教えてほしいという御意見がありました。こち

らは３枚の航空写真でございます。上段の左側が海で、右側がその上

流１０キロ地点、中段が１０キロから２０キロ地点、下段が２０キロ

から３３キロ地点となってございます。現在、緩傾斜の高水敷が整備

されているのは、中段の写真の水色で囲った部分でございます。上段

の写真の範囲の大部分は、遠賀川河口堰の湛水区間となってございま

して、ほとんど高水敷がなく、右側のほうの７キロ、８キロ地点の写

真を２枚入れてございますが、この辺りでも高水敷は狭く、緩傾斜の

高水敷を施工することはちょっと物理的に難しいというふうに考えて

ございます。下段の写真の範囲については、３２キロ地点より下流に

ついては高水敷が広く、緩傾斜の高水敷の施工の可能性がございまし
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て、治水面、環境面での検討や関係者等の調整などを進めていく予定

としてございます。右側の３２キロ付近については、写真にございま

すように、高水敷が広場とか駐車場として地域の方々に広く利用され

ているという状況でございますが、それを踏まえた上で、高水敷を掘

削する際は、緩傾斜の掘削を含めて、地域の方々の意見や関係機関と

の調整を図りながら、検討を進めていきたいと考えてございます。４

ページを御覧ください。中村太士委員からは、遠賀川ではどんな場所

にどんな大型鳥類が飛んできているのか教えてほしいといった御意見

がございました。平成２８年から令和５年にかけて、遠賀川、それか

ら彦山川の合流部付近ですけれども、コウノトリが確認されていると

いうところでございます。続きまして、６ページを御覧ください。前

回、中北委員からは、内水についても降雨量が増えること、それか

ら、樋門を締める回数が増えたりすると思うので、温暖化のことを考

えることが重要との御意見がございました。また、清水委員からは、

支川の流域での貯留が内水対策にとって大切だということが分かる資

料があるとよいといった御意見がございました。上段の図は、飯塚市

の明星寺地区の図でございます。右下のほうを斜めに流れているのが

穂波川、左から右に流れてきて穂波川に合流するのが明星寺川となっ

てございます。左上のほうのグラフのように、穂波川上流の雨量は近

年増加傾向。その下が明星寺川の排水樋門の操作回数で、これもまた

増加傾向となっているところでございます。明星寺地区は内水被害に

悩まされた地区でございまして、３つの調節池と、明星寺川に沿って

雨水幹線路が整備されているといったところでございます。また、穂

波川との合流部に排水機場が整備されているところでございます。平

成３０年７月豪雨では、これら整備した施設の効果が発揮され、浸水

被害は発生しませんでした。下段の真ん中の図は、整備したもののう

ち、調節池の整備が終わっていなかった場合に想定される被害、それ

から、下段の左側の図は、さらにポンプも増強しなかった場合に想定

される被害となってございます。流域で貯留すること、それからポン

プを整備することで被害の回避につながったということが分かるかと

思います。リード文の４つ目のところに記載してございますけれど

も、遠賀川では今後、気候変動を考慮した内水計画の策定を各自治体

に促していくとともに、流域全体で流域貯留の可能性を検討していく

こととしてございます。７ページを御覧ください。前回、清水委員か

らは、遠賀川には優良な農地がたくさんある中で、内水被害も大変で

あるというふうに聞いたと。これまで審議した水系で、農業サイドで

遊水地をつくって内水被害を軽減する事例があったと思うという意見

と、外水にも内水を効くという遊水地の仕組みはつくれないのかとい
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った御意見がございました。北海道の鵡川、沙流川水系の審議の中

で、新鵡川地区の国営かんがい排水事業の中で、用排水路整備と併せ

て遊水地を整備した事例を紹介しており、その事例を上段に掲載して

ございます。また、外水にも内水にも取り入れるといった遊水地につ

いては、大和川でそういったことにチャレンジしてございますので、

下段のほうに記載をしてございます。遠賀川においてはこういった他

地域の取組も参考にしながら、貯留・遊水確保に取り組んでいく予定

としてございます。８ページを御覧ください。前回、中村太士委員か

らは、現地でヘリコプターから山の斜面に太陽光パネルが設置されて

いるのが見えた。ＣＯ２削減という意味では重要だが、流域治水の観

点から、何か指針があれば教えていただきたいといった意見がござい

ました。遠賀川流域での太陽光発電の開発行為については、５,０００

平方キロメートル以上の開発の場合に、洪水調節池などの対策を講じ

た上で開発が許可されることになってございます。また、遠賀川流域

でも検討されている特定都市河川に指定すると、１,０００平方キロメ

ートル以上の開発について、貯留浸透施設の設置を義務づけられるよ

うになるといったことになってございます。続きまして、９ページを

御覧ください。前回、中村公人委員からは、現地で土地改良区の自主

的な取組で、農業用のため池の事前放流がなされているという話を聞

いたので、そういうことを盛り込めないのかといった御意見がござい

ました。このため、資料の中に、農業用のため池の活用についての資

料を追加してございます。続きまして、資料２－２の基本方針の本文

について御説明をいたします。新旧対照表の形になっておりますの

で、また同じように左側の番号に沿って説明をさせていただければと

思います。まず、河川の総合的な保全と利用に関する基本方針、

（１）流域及び河川の概要ということで、４から８については、人口

やインフラ、地質等について追記、修正をしてございます。１０から

１３については、流域に生息する生物についての追記をしてございま

す。１４については、流域で確認されている特定外来生物について追

記をしてございます。１６から１７については、流域の産業の歴史に

ついて追記をしてございます。１９から２５については、治水事業の

変遷について、河川整備基本方針や河川整備計画の策定経緯を追記し

てございます。２６が、平成２７年関東・東北豪雨を踏まえて取組が

開始された「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組について

追記をしてございます。２７は、平成３０年７月豪雨について記載を

してございまして、２８は治水協定に基づく利水ダム等の事前放流に

ついて記載をしてございます。２９から３０が、流域治水プロジェク

トの推進、まちづくりとの連携をはじめとする流域治水の取組などに
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ついて追記をしてございます。３４番が、水質の基準について追記を

してございまして、３６から４１が、遠賀川の利用状況について追記

をしてございます。４２は、遠賀川の特徴であります住民との連携に

ついての追記をしてございます。４３は、かわまちづくりの取組につ

いて追記をしてございます。続きまして、（２）の河川の総合的な保

全と利用に関する基本方針でございます。４５に、想定最大規模の洪

水についても人の命を守り、経済被害を軽減するため、洪水の氾濫防

止に加えて氾濫被害をできるだけ減らす取組を行うこと。流域のあら

ゆる関係者が協働し、取り組む流域治水の考え方を追記してございま

す。４６、４７に、本川上下流のバランスを踏まえた対策を実施する

こと、そのために国、県、自治体が連携し取り組むという考え方を記

載しています。また、特定都市河川の指定に向けた検討について追記

をしてございます。４８が、水理・水文、土砂移動、水質、動植物の

環境に係る調査の実施、降雨・流出特性、流下特性、降雨・降雪土砂

動態の変化や河川生態系への影響の把握に努めることについて記載を

してございます。４９は、防災教育やインフラツーリズムを通じた人

材育成について追記をしてございます。５１は、水循環の維持・回復

を進めることについての追記をしてございます。５２は、予防保全型

のメンテナンスサイクルの構築について追記をしております。５３

は、総合的な土砂管理の推進について追記をしてございます。続きま

して、アの災害の発生の防止または軽減ですけれども、５５番に、河

川整備の留意点について追記をしておりまして、５７番、計画規模以

上の洪水の発生や河川整備の途上において洪水が発生することも想定

して、被害の軽減、早期復旧に取り組むことについて記載をしてござ

います。５８から６０に、流下能力確保に当たっての留意点について

追記をしてございます。５９には、遠賀川の特徴であります高水敷の

緩傾斜掘削についての記載を追記してございます。６１に、洪水調節

機能の確保に当たっての留意点について追記をしてございます。前

回、鬼束委員からは、遠賀川の特徴として地域住民が頑張っている

と。８０もの団体があって３０年近い歴史もあるという話があって、

調節池の整備など、洪水調節機能の確保や特定都市河川の検討に当た

っては、地域住民や自治体との調整を慎重にやっていただきたいとい

った御意見がございましたので、住民団体、地域住民、市町村との連

携・調整といったあたりについても追加をしてございます。それか

ら、６２番に、内水被害の著しい地域への対応について追記をしてご

ざいます。こちらについては、気候変動への対応、それから、自治

体、下水道管理者との連携についても記載をさせていただいておりま

す。６３が、河川管理施設の管理について無動力化・遠隔化について
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追記をしてございます。６４番は、内水排除施設の適切な運用につい

て追記をしてございます。６５番は、河道内の樹木や堆積、深掘れな

どの河道管理について追記をしてございます。６６番は、土砂洪水氾

濫についての対策について追及をしておりまして、６７番は、津波対

策について追記をしてございます。６８番は、事前放流など、氾濫を

できるだけ防ぐ対策について追記をしてございます。６９番は、中高

頻度の確率規模の浸水想定など、多段階のハザード情報の提供や、水

害に強い地域づくりの検討がなされるように技術的な支援を行うこと

について追記をしてございます。７０については、ハザードマップや

タイムライン、防災訓練などへの支援、洪水予報、水防警報の充実な

ど、警戒避難体制の充実に当たっての自治体や住民との具体的な連携

内容について記載をしてございます。イの河川の適正な利用及び流水

の正常の機能の維持については、７３、７４に、気候変動の影響によ

る降雨量、流況の変化の把握について追記をしてございます。ウの河

川環境の整備と保全につきましては、河川環境の目標設定、多自然川

づくり、生態系ネットワークの形成にも寄与する河川環境の保全・創

出を図っていくことを記載してございます。７９から８２には、各区

間別の環境整備の目標を追記して、８３には、特定外来生物の対応に

ついて追記をしてございます。８４につきましては、景観の保全・創

出について、「遠賀川水源地ポンプ室」など具体的な記述を追記して

ございます。８５につきましては、河川の利用について具体の利用形

態を追記してございます。８９につきましては、流域との連携、それ

から産官学との連携について記載をしてございます。続きまして、２

の河川の整備の基本となるべき事項、基本高水並びにその河道及び洪

水調節施設への配分に関する事項については、基本高水のピーク流

量、洪水調節施設について変更してございます。主要な地点における

計画高水流量に関する事項については、９６から９７に、計画降水流

量について変更をしてございます。また、これは太田川と同様に、

「本支川の貯留・遊水機能を踏まえた」といった記述を追加してござ

います。それから３番、主要な地点における川幅に関する事項ですけ

れども、引堤計画のある日出地点の川幅を変更してございます。

（４）、主要な地域における流水の正常な機能を維持するために必要

な流量に関する事項については、１０１番で、水利権量について時点

更新をしているのと、１０２番について、渇水流量について時点更新

をしています。遠賀川についても、森委員から、本文については異議

なしということで御意見をいただいて、あと質問等ありますので、そ

れは別途対応させていただきたいというふうに思ってございます。あ

と最後ちょっとすみません、５月９日に中村公人委員からいただいた



 

23 

 

発言者 内容 

質問に対して、前回の太田川と遠賀川の質疑の１回目のときに時間が

なくて説明できなかったんですが、貯留と遊水と保水の言葉の使い分

けについて説明をさせていただければと思います。貯留、遊水、保水

機能という言葉については、広辞苑とか土木学会がつくっている土木

用語辞典とかを調べてみたんですけど、使い分けが明確には記載され

てございませんでした。そこでこの小委員会の場での当面の運用とし

て、自然がそもそも有する機能としては保水機能、それから遊水機能

という表現を使用して、その後に人工的に付加された機能としては貯

留機能という言葉を使っていきたいというふうに考えてございます。

それから、保水機能は、河道へ流入する前の水を対象に使用して、遊

水機能は河道への流入後の水、これを対象に使っていきたいというふ

うに思っているところでございます。貯留機能については、田んぼダ

ムのように河道へ流入する前の水をためる場合に使われることもあり

ますし、ダムや遊水地の調節池のように河道へ流入した後の水をため

る場合にも使われることが多いことから、これは双方とも貯留という

ことで表現をしたいというふうに思っております。若干遊水地という

言葉が、遊水地に貯留するとか遊水地の貯留機能とか、そういった表

現で名前と機能をちょっと違う言葉で表現していたりもして、名称は

遊水地みたいなことで使われるんですけど、機能としてはやっぱり後

から付加した機能ということで水をためる場合には貯留機能というよ

うな、そんな表現をしていきたいというふうに考えてございます。本

日お配りしている参考資料、河川整備基本方針の変更の考え方につい

て、これはいわゆるリビングドキュメントと皆さん言っていただいて

いるものですけれども、この中にも貯留とか保水とか遊水とかという

言葉は幾つも出てきますので、５ページ、７ページ、２５ページ、２

９ページ、３２ページと、直したところにはちょっと印を右肩のほう

に振らせていただいていますけれども、ちょっと言葉を少し修正させ

ていただいているところでございます。私からの説明は以上となりま

す。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは、今御説明いただきまし

た資料２－１と２－２、それから、最後の保水、遊水、貯留の使い方

に関する口頭での御説明ありがとうございます。参考資料に赤で印が

つけられておりますが、これにつきまして、御意見を各委員からいた

だきたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。で

は、まず戸田委員、お願いします。その後、会場から中北委員、お願

いします。 
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【戸田委員】  御説明ありがとうございます。まず、遠賀川について、河道の配分

にかなり多くの部分を頼らなくてはいけない中で、本文の修正案の５

８から５９のところでも、緩傾斜掘削も含めた河道断面の話とか、あ

るいはそれが維持管理しやすいような形で土砂管理も含めてしっかり

見ていく、さらには環境との両立も図った形で河道の掘削を考えてい

くことが書かれていて、その点について適切に表現されていると思い

ました。これはコメントです。２点目が、やはり遠賀川の大きな特徴

である流域住民との関わりのところも、かなり具体的に書き込んでい

ただいていると思いました。本文の修正案でいくと、３６の利用のと

ころとか、４２の住民の参加のところにも書いていただいているので

すけど、個人的に思ったこととして、遠賀川夢プランという言葉が本

文中に出てこないんですけど、遠賀川夢プランという言葉は入れたほ

うがいいのではないかと思いました。というのは、個別にはそれぞれ

のいろんな取組があると思うんですけど、やはり大きいこととして、

５０年後の遠賀川をこのようにしたいみたいな思いを流域の住民の方

たちが持ち、遠賀川夢プランというものを描いている中でそういった

様々な取組があるということが、やっぱり地域の中で住民と一体とな

って河川をつくっていくという意味で非常に大事かと思いました。遠

賀川夢プランというのはそれを非常にうまく表わしている言葉だと感

じたというのが２点目です。３点目は質問で、最後の貯留などの言葉

の使い分けについて、河道貯留は人工的につくっているわけでもない

と思いますけど、河道貯留という言葉になってしまうのかなと思っ

て、その点はどうお考えでしょうかという質問です。 

【小池委員長】  まず、１点目、その後２点目、事務局のほうからお願いいたしま

す。 

【事務局】  ありがとうございます。まず、夢プランのほうは前向きに検討して

言葉を考えてみたいというふうに思います。ありがとうございます。

河道貯留のところは何か微妙なんですけど、そもそも通常の川の状態

で、河道にも貯留効果があるという部分と、利根川のときに議論した

ときは、あそこは横堤など整備して意図的に河道貯留効果を見込むよ

うな話であったと思っております。少し微妙なところではあるんです

が…。 

【小池委員長】  要するに、先ほどの定義だと、自然の河道貯留をどうするかとい

う。横堤をつくっている場合は自然じゃないのでいいんだろうと思い

ますけど、河道でも河道貯留というのは、堤防が定義されて初めて河

道貯留効果というのが出てくるので、そう違和感がないようにも思え

ますが、いかがですか、戸田委員。 
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【戸田委員】  確かに堤防があって成り立つ機能だというとそうかもしれないです

ね。洪水のハイドロの形状や河道断面の形状などによって発揮される

ものになるので、何かその仕分が難しいなと思って素直に質問しまし

たけど、ちょっと揚げ足取りの質問だなと思って。 

【小池委員長】  いえいえ、揚げ足取りとはちっとも思わないんですが、ただやっぱ

り河道というものを設計して、特に鬼怒川のときに議論がありました

が、河床が下がって河道貯留効果が、周辺の霞堤も含めてあまり発揮

できなくなって、下流にしわ寄せが行くという議論をしましたが、そ

れはやっぱり河道施設をどう維持・設計するかによって機能が出てく

るということを考えると、先ほどの定義でもいいような気もしますけ

ど、いかがでしょうか。 

【戸田委員】  そうですね、特に我々としては、河道の断面などをしっかり管理し

て、貯留効果が見込めるものは積極的に人が機能を発揮できる状態に

河道を保ちましょうという意味で、貯留という言葉でいいのかなと、

今やり取りをしながら感じたところです。 

【小池委員長】  分かりました。それから、夢プランはぜひ。これまでも関川とか、

それからアフターフォーラム那賀川ですね、こういう具体的な活動を

ぜひ基本方針の中に文言として入れていただいてきておりますので、

これはやっぱりぜひ、自分の思いもありますけど、入れていただくと

いいなという感じを持っておりました。今の御指摘でそう思いまし

た。どうもありがとうございました。ぜひ事務局、御検討いただけれ

ばと思います。それでは、先に中北委員で、その後、里深委員、お願

いいたします。中北委員、どうぞ。 

【中北委員】  ありがとうございます。私は補足資料と本文の両方を見ながらなん

ですけれども、内水のことをちゃんと取り上げていただいてありがと

うございました。特に資料の６ページのところの一番上にある丸５つ

のうちの一番下で、「今後、気候変動を考慮した内水計画」という文

言を入れていただいたのがスーパーすごいかなと。特に遠賀川だから

こそ、ここから言い出すような大事な文言かなというふうに感激をし

ておりますが、本文を見るとないんですよね、この言葉。これは基本

方針文書を作成するための技術的な何かなのか、ちょっと抜け落ちた

のかどっちか、できたら入れていただいたほうがいいのかなと。気候

変動を考慮した内水計画の策定を各自治体に促していくというのは、

促していくとかいう書き方はちょっとそれぞれ書き方があると思うん

ですけれども、言葉として「気候変動を考慮した内水計画」という文

言をちょっと入れて、入っている？ 

【事務局】  まず、関連する、計画という言葉じゃないですけど、６２番をちょ

っと見ていただければと思います。 
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【中北委員】  ちょっと待ってね。僕、今６２番を見てないなと思ったんですが。 

【事務局】  「内水被害が著しい地域においては、気候変動による」という言葉

は入れたんですが、計画をどうこうしていくという書きぶりにはなっ

ていません。 

【中北委員】  はい。ここの内水計画という言葉が出ているのが僕、すごく大事か

なと。法的に何かあるわけじゃないんですけれども、ちょっと一般論

の言葉として、ちょっと入っているほうがより積極性を促すものにな

らないかなと思って、ちょっとコメントさせてもらいました。ただ、

先ほどちょっと言いましたように、基本方針のところに書くのは書き

過ぎとか、ちょっとそういう技術的な問題があるんだったら、また委

員長と一緒に御検討いただければと思うんですけど、やっぱり遠賀川

が、特に飯塚の話も含めて、これを言葉として最初に出すにふさわし

い場所かなというふうに思いましたので、ここで出さなかったらもう

二度と出てこないんじゃないかという心配をしておりますというの

で、御検討いただければと思います。 

【小池委員長】  ６２番の書き方だと思いますので、ぜひ詰めていければと思いま

す。どうもありがとうございます。 

【中北委員】  どうもすみません、よろしくお願いします。 

【小池委員長】  それでは、里深委員、お願いいたします。 

【里深委員】  私、ちょうどこの資料を見ていて、林地開発のところでもう一つ御

確認させていただきたいんですが、先ほど説明があったと思うんです

が、今現在も５,０００平米以上のものであれば開発行為に伴って雨水

の貯留という部分の記述があるということは分かったんですけれど

も、これ、特定都市河川に指定するともうワンサイズ小さくなって、

それがちゃんと開発に伴う調節をしなさいということだと思うんです

が、既存の、つまり既にかなり開発が進んでいる部分について、５,０

００平米以下のものがずっと、しかも複数たくさんそこにあるんだと

すると、完全に調節されずに水が集まってくることになりはしないか

というところが１点です。つまり、遡って適用ができるのかという部

分と、もう一つは、水に関してはこうなんですけど、これ、もともと

林地だったところを、極端な言い方をすれば裸地化させているわけで

すよね。構造物がある部分の下についても斜面地でいろんなパネルを

置いたりしていますと、そのパネルの下の部分まで含めて、今後考え

られる強雨の際に、そういうところからの土砂の流出が増えはしまい

かというところがあって、水だけではなくて、やはり林地の開発に伴

って生産土砂量が増加するのではないかということが、私としては懸

念事項としては必要だと。そうすると雨水を貯留するだけでなくて、

やはり少なくとも表層崩壊程度のものをそれぞれの開発地域の末端の
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ところで受け持てるような施設も必要じゃないかというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

【小池委員長】  事務局、いかがでしょう。 

【事務局】  ありがとうございます。ルールとしては、特定都市河川に指定され

ると１,０００平米も対象になるんですけど、今回のこの制度だけに限

らないと思いますが、基本的に後からルールが決まった場合というの

は、強制的にそのルールに従えというようなことは、なかなか行政的

に難しいということになります。一般論でもそうですし、この場合も

同じくそうだと思っています。そこは徐々に促していくとか、建て替

えるときになるべく今のルールに従うようにしてもらうとか、そうい

ったことを通じて変えていくしかなかなか難しいのかなというふうに

は思っております。あとは今回、水の流出の観点でちょっと整理をさ

せてもらいました。自治体によっては土砂の崩落とかそういうことを

気にして太陽光パネルとかの整備に関心があるといったところもあろ

うかと思います。そこは規制の仕方というのは多分自治体によっても

違ってくるところがあるのかなと思います。それを対策として何か公

共サイドで砂防事業とかでやれるのかどうか、ちょっとすみません、

そこはなかなか難しそうな気はして、すみません、ちょっと詳しい知

見がないというのと、直感的にはそこはなかなか難しいのかなという

ふうには思っております。 

【小池委員長】  林地開発の水と土砂という部分をどういうふうに基本方針の中に入

れるかというところと、それからもう一つは、室長から御説明になっ

たことが事実だと思いますが、こうあるべきというのが後で決まった

ときに、それをどういうふうに促していくかということの表現がうま

く盛り込めるといいなと思いますけれども。法的な枠組みからは難し

いと思うので、そういう方向が望ましいとか、書けるレベルのものを

書くことは、将来のこういうものに対する対応に役に立つのではない

かと思いますので、行政的に書ける範囲で文言を探してみたいと思い

ますが、事務局よろしいですか、そういうことで。 

【事務局】  そうですね、なかなか、ちょっと考えてみたいと。まずは答えとし

ては考えてみたいと思います。なかなか難しそうだなというのが正直

ちょっとあって、特定のこの行為だけを念頭にそういった言葉を選ん

でいくのは、とてもしんどい気はしていて。 

【小池委員長】  それは難しいですね。ですから、林地開発という枠組みなんだと思

いますけれども。 
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【事務局】  ありがとうございます。多分流域治水の考え方から考えると、直接

的に効果あることだとか、あるいは間接的に効果あることなんかも、

やっぱりみんなで協力し合ってやっていくということだと思うんで

す。それが必ずしも法的規制につながってなくても、プラスの観点で

みんなで協力し合うみたいなことも多分出てくると思いますので、そ

ういう文脈の中で、今回のこういう問題もまだ学術的に必ずしもきれ

いに定量的に解明されてないことで仮にあったとしても、それが悪く

はならない、少なくともさらによくなっていく方向にどうしていくの

かというのは問い続けないといけない課題だと思いますので、そうい

う視点でちょっと考えてみたいとは思います。ありがとうございま

す。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。里深委員、そういう対応でよろしい

でしょうか。 

【里深委員】  はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。それでは、中村公人委員、お願いい

たします。その後、清水委員、お願いいたします。 

【中村（公）委員】  ありがとうございます。本文案の６１番のところで、「土地利用の

将来像も踏まえて新たな洪水調節施設等を整備し」としていただき、

ありがとうございます。先ほどの太田川のところでも記載していただ

きました。農業地域での遊水地の整備が求められている中で、これを

どのように進めていくかということが課題かと思っております。将来

像という言葉に落とし込んでいただきましたが、御紹介があったよう

な遊水地のこれまでの優良事例も参考にしながら、治水と農業、さら

に人の生活が地域の中で両立していけるように議論が進めばと思いま

す。あともう一つ、保水と遊水と貯留に関して整理していただいてあ

りがとうございました。お話の中にもあったように、やはり遊水地が

貯留機能に属するというところが若干気になっており、農業側で遊水

地の整備が求められているときに、遊水機能ではなくて貯留機能が求

められていると表現されることになるため、そのとき何か誤解が生じ

ないように、実際に進める際には丁寧に説明していただき、議論がで

きればと思います。ありがとうございます。以上です。 

【小池委員長】  非常に重要な指摘をいただいて、私ども、河川側もあまり注意をし

て使い分けていなかったところを、まだ確定したわけではないです

が、こういう方向で使い分けていって、うまく整理ができるかどうか

試みていきたいと思いますので、どうもありがとうございました。今

後ともお願いいたします。 

【中村（公）委員】  ありがとうございます。 

【小池委員長】  清水委員、お願いいたします。 
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【清水委員】  今のところにと絡むような質問ですけれども、４０ページの本文の

ところで、もう一回確認します。ここは大切なところと思います。計

画高水流量のところで、「計画高水流量は、本支川の貯留・遊水機能

を踏まえた」というときのこの貯留は人工的なものですね。それで、

遊水は人工的なのか、どちらでしょうか。遊水は河道の中に流入した

水を対象にするとの説明があったので、そこの確認をお願いします。 

【小池委員長】  どうぞ。 

【事務局】  すみません、今ちょっと何番のことですか。 

【清水委員】  ９６番です。４０ページの９６です。 

【事務局】  こちらは貯留と遊水並べているのは、両方あり得るということで、

入ってくる前の自然にたまるという意味と、人工的にそこを囲って遊

水地をつくるみたいなことも両方可能性としていうか、両方見込んだ

上でということで考えております。 

【清水委員】  ポツが入ると、そういう解釈という意味？ 

【事務局】  ポツにするのが点にするのかという使い分けは場所によってぶれて

いる可能性がありますが、貯留と遊水という言葉を並べたという趣旨

は、自然の状態のものも、人工的につくったものも両方考えるという

趣旨でございます。 

【清水委員】  分かりました。自然のものもあれば人工的なものもあるということ

で、分かりました。それでこの貯留というのは、例えば施設貯留もあ

るけれども、ダムの事前放流で貯留を増やそうという貯留もあるとい

うことですね。それで２５ページに戻ると、確認ですが、今までこう

いう書き方をしていましたか。２５ページの６１に、「また、流域内

の土地の将来像も踏まえて新たな洪水調節施設等を整備し」というよ

うに、基本高水の達成の中には、調節池、ダム遊水地を作らないと成

り立たないという、そういうものを考えながらやっていますが、この

文章の中に「新たな洪水調節施設を整備し」という言い方は、今まで

も入っていたかどうかです。貯留・遊水の機能での計画高水流量配分

図では、施設貯留の効果という少し曖昧な言い方ですが、新たに施設

を整備するという、そういう文言をここに入れるのは、これは統一的

に今までも入れていましたでしょうか。それは確認させてください。 

【小池委員長】  まず、事務局からどうぞ。 

【事務局】  ありがとうございます。６１番の記述については、冒頭の記述です

ね。基本的には定型文で、各水系に入れているものでございます。将

来像とかという言葉は、今回から中村公人委員の助言も、さっき入れ

ていただいてと言いましたけど、結構相談させていただいて、実は知

恵もいただいてこういう言葉にさせていただいているというところで

す。 
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【清水委員】  分かりました。大切なところかなというふうに思います。もう１点

だけよろしいですか。 

【小池委員長】  結構です。どうぞ。 

【清水委員】  もう１点は、内水のことを詳しく書いていただきましてありがとう

ございます。それで１点、２５ページの次の２６ページ、青字の「ま

た、内水被害の著しい地域においては」というこの文言ですが、他の

文面では流域治水との関わり、例えば、いわゆる流域のあらゆる関係

者が総動員で協働してという文章は多くに出てきています。遠賀川に

ついては、中北先生も言われるように、気候変動で内水の問題がこれ

からより深刻になるかもしれないというところで、そういう問題の強

調されるところかと思います。ただ、ここの文面は、例えば、流出抑

制に向けた保水・遊水機能の確保、土地利用規制、自治体が実施す

る、あるいは関係機関と連携するとかで、流域治水のところでの、も

っと企業とか住民とか一体で内水に取り組もうという姿勢が、遠賀川

だからこそさらに打ち出していいのでないか、ここの文面は多分、ほ

かのところでも同じで、これまでの従来的な総合治水的な書き方にな

ってきているように思います。もちろん、総合治水では住民もありま

すが、行政がもっと主体を大きく広げた上で内水対策するというの

が、遠賀川では強調されても良い、そのあたりを少し確認させてくだ

さい。 

【小池委員長】  すみません、ちょっと今、清水先生の御指摘の要点を僕は理解でき

なかったんですが、ここでは端的に言うと、河川管理者が及ぶ範囲

と、それを流域治水という枠組みの中で、バイオールでやろうという

ことを進めてきている中で、内水被害の激しい地域で、変動の影響が

それに上乗せしたときにどう対応するかを、どういうふうにしたほう

がよいというふうにお話いただいているのかがちょっと分からなかっ

たもので。 

【清水委員】  ここの文章を読むと、自治体とか関係機関、沿川自治体とか下水道

管理者等の関係機関が連携してやっていくという中で、例えば田んぼ

ダムとか、グリーンインフラみたいな緑地の浸透の、それは流水抑制

保水機能には入りますが、もう少し自治体、関係機関を広げた中で、

バイオールで進めるというような書き方にならないのかと思いまし

た。 

【小池委員長】  より具体的な事例を、参考例的に文言を入れたほうがよいのではな

いかという御指摘ですか。 

【中北委員】  いや、多分違う。 

【小池委員長】  ちょっとすみません、私だけが理解できてないようですね。 
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【中北委員】  ここに書かれているのが、多分流域治水以前に戻った形での部分だ

けが書かれているので、加えて、要するにさっき内水計画とか言いま

したじゃないですか。あれはどっちかというと自治体とかが内水計画

つくるみたいなイメージの話の範疇ですよね。だけど流域治水バイオ

ールなので、もっと住民とか、いろんなステークホルダーを加味した

形で内水のことももちろんやろうというのが書かれていたほうがいい

んじゃないかという。ずっと流域治水のことをうたっている割には、

ここの内水の対応のところだけ自治体の人たちがやることだけが書い

てある。何か縮退したような気持ちですよね、清水先生。 

【清水委員】  何となく。文言が今までより…。 

【中北委員】  だからこの文書の後に、「加えて当然のことながら」というような

感じで、いわゆる流域治水のことも書いておいたらいいんじゃない

か。 

【小池委員長】  何となく分かりました。事務局、いかがですか。 

【事務局】  今書いている文章は、今できていることをベースに書いているとこ

ろがあります。さっき清水委員、中北委員から言われた、広がりを持

ったところまで今行けているかどうかという、今、確認できていませ

んが、将来そういうところを増やしていくみたいなことも含めて書け

るかどうか、検討させていただきたいと思います。 

【小池委員長】  ９つの法律を改正したときに、流域抑制に向けた保水・貯留機能を

確保するということと、そこを都市緑地に指定するということと、そ

ういうところから人が移動しないといけない場合の住民補償をどうす

るかというようなことはセットで新たな法体制できました。それは流

域治水の枠組みの背景も踏まえた上で、今、清水委員、中北委員から

御指摘のあったことが文章として読めるように文言を考えてみるとい

うことでしょうか。案を事務局と御一緒に考えさせていただいて、皆

さんに御確認いただきたいと思いますが、趣旨は私自身は理解いたし

ましたので、事務局と御一緒に検討したいと思います。よろしいでし

ょうか。 

【清水委員】  例えば、水田による流出抑制というのは、遠賀川では相当な水田が

あり、それらトータルで流出抑制機能を持たせると相当な面積が確保

できるだろうし、球磨川の基本方針では知事が緑の流域治水、田んぼ

ダムという言葉を入れようとありましたが、遠賀川でも流出抑制とし

ての水田の機能というのを広域にまとめれば、内水に貢献できると思

います。当たり前の話かもしれませんが、ここだからこそまとまった

ポテンシャルがあるのではないか、そんなイメージを持って読んでい

ました。これで読めるといえば読めるかもしれませんが。 
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【小池委員長】  なるほど。今の部分まで波及しますと、先ほど議論した６１番の土

地利用の将来像という文言の中に、先ほど中村公人委員からもござい

ましたが、農地の在り方、あるいは農村・農村経営の将来像を考えな

がら、かつ洪水防御にも資するというようなことを皆さんで考えてい

くという、第１文に入っています。それに加えて６２番が今回入って

いるという枠組みですが、もう少しそこのつながりのところも、どう

いうつながりがあるかも踏まえて、ここの６１、６２が効果的に実際

に発揮できるように、どこまで書けるかということはちょっと考えて

いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。事務局、そういう整理

でよろしいですか。 

【事務局】  どうもありがとうございます。 

【小池委員長】  大変重要な御指摘、議論を通して何をどこまでしないといけないの

かなということがはっきりしてきました。どうもありがとうございま

す。ほかにいかがでございましょうか。どうぞ、立川委員。 

【立川委員】  ９７番のところです。流配ですが、宮田橋支川のところの数値の適

正化のところ、どういうふうに適正化されたか教えてください。４０

ページの９７番。宮田橋地点のところが、これが１,１００㎥／sだっ

たのが１,０００㎥／sというふうに数値が適正化されたというふうに

なっていますので、その内容について教えてください。 

【小池委員長】  御説明いただけますか。 

【事務局】  ちょっと確認しますので、この時間内で確認できればしたいと思い

ますけど、ちょっとお待ちください。 

【小池委員長】  分かりました。ほかにございますでしょうか。鬼束委員、お願いい

たします。 

【鬼束委員】  まず細かい指摘です。太田川もそうでしたけど、文字が両揃えと左

揃え、それから、数字が基本的に半角ばかりですが全角もたまにあり

ます。たとえば、４１番の「５月」の「５」が全角になっています。

ほかもあるかもしれませんので見直して頂ければと思います。さて、

遠賀川では地域住民の川づくりへの参加が非常に活発ですので、それ

をぜひ基本方針に反映させてくださいとお願いいたしました。事務局

からは、６２番をメインに説明がありましたが、戸田委員からは他の

箇所への反映の指摘がありました。ほかの箇所もチェックしたとこ

ろ、６８、６９、８０、８５番とたくさんのところで文言を入れてい

ただきましてありがとうございました。 
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【小池委員長】  どうもありがとうございます。丁寧に見ていただきましてありがと

うございます。ほかにいかがでしょうか。私、ちょっと１つお聞きし

ようと思っていたんですが、今日の２－１の資料の６ページで、明星

寺川の各施設整備の効果が、平成３０年７月洪水時にこのように発揮

されたというのは大変すばらしいと思います。この事業は、どういう

形態でされた事業なんでしょうか。国と県と市の関与の仕方。以前幾

つかの河川で、幾つかの行政主体が協力して進める形態を御紹介いた

だきましたけれども、明星寺川の内水対策に関する事業は、どういう

枠組みで進められたものなんでしょうか。 

【事務局】  明星寺川排水機場は国で、雨水幹線のほうが県、それから調節池の

ほうは市の事業の連携によって、成り立っている事業でございます。 

【小池委員長】  そうですね、これが③に書いてあるんですかね。 

【事務局】  すみません、これは事業の予算名のことを書いてます。 

【小池委員長】  国による排水機場増設、県・市による貯留施設や調節池の整備。こ

れは統合事業の一つですか。 

【事務局】  恐らくこれは何をするかを皆さんが集まった中で役割分担をして、

それぞれの予算で実施していくということになろうかと思います。一

般的に内水は、内水域だけで役割分担をみんなで決める、総合内水計

画みたいなやつをつくって、流量のコントロールもしますし、場合に

よってはその中に土地利用規制みたいなものも入れてつくっている地

域が一般的ですので、我々やっぱり排水機場をつくるということにな

ると、どれぐらいを排水して川で負担をするのか、それから、やっぱ

り流域でどれぐらい負担するのかみたいなことを広い観点で合意形成

しておかないと、全部川で持つよということにはちょっとできないの

で、それを地域と一緒に合意しながら、河道の整備なんかと併せてつ

くっていくみたいなことを一般的に実施します。多分その手法を取っ

ているんじゃないかというふうに思います。 

【小池委員長】  ですから、そういう議論の中に、気候変動の影響をどう入れるかと

いうことですよね。 

【事務局】  おっしゃるとおりで、増分を考えたときに、川で持つのか、さらに

流域で持つのかということなのかなと思います。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。 

【事務局】  さっきの宮田橋のところの１,１００㎥／sだったものが１,０００

㎥／sに変わっているというところなんですが、これまでの基本方針

の流量の１,１００㎥／sの算出の場所が、本川との合流点の際のとこ

ろでの数字を書いていました。それを宮田橋地点の流量に変えたとい



 

34 

 

発言者 内容 

うところでございます。ちょっとテクニカルな話なのかなというふう

に思います。 

【小池委員長】  この更新の中には、適正化ということの文言でもいいのかもしれま

せんが、バックグラウンドの計算書がありますよね。あの中にはきち

っと明示しておかないと分からなくなりますよね。そこはぜひお願い

したいと思います。 

【事務局】  はい。きちっとそういう整理をしたいと思います。 

【小池委員長】  立川委員、よろしいでしょうか。 

【立川委員】  はい、ありがとうございました。 

【小池委員長】  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、最後に

関係県として、福岡県の方に御参加いただいておりますので、御意見

をいただきたいと思います。福岡県知事代理の今井様、お願いいたし

ます。 

【服部委員代理（今

井）】 

 福岡県県土整備部河川整備課長の今井でございます。本日は、服部

知事に代わりまして出席させていただいております。遠賀川水系の河

川整備基本方針変更、これでございますけれども、県内では初の気候

変動を踏まえた河川方針の見直しということでありまして、委員の皆

様には、先日開催されました１回目と今回併せまして、大変熱心に御

審議いただきまして本当にありがとうございました。本文の変更内容

につきましては、福岡県としては特に異論はございません。なお、流

域治水の取組につきましても、県も引き続き、国、流域自治体などと

一体となりまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思っておりま

す。それと今後、本方針の策定が終わった後は河川整備計画のほうの

変更もされると思いますので、その際は、流域自治体の意見をしっか

り取り入れていただきまして、早期に変更していただければと思いま

す。以上でございます。ありがとうございました。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。今回、遠賀川水系２回目でござい

ますが、この２回の審議を経まして、本文等につきまして御意見をい

ただきました。それは私預かりとさせていただきまして、先ほどどう

いうふうにそれを組み入れるかという方向性は議論させていただいた

ということも踏まえまして、私預かりとして確認させていただき、分

科会に上げさせていただきたいと思いますが、御異議はありますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【小池委員長】  ありがとうございます。２回の審議にわたりまして、遠賀川水系の

基本方針について御議論いただき、ありがとうございました。今回、

御専門として加わっていただきました鬼束委員、それから福岡県の皆

様、ありがとうございました。御尽力に改めて御礼申し上げます。そ

れでは、本日の会議はここまでとしたいと思います。各委員には、熱

心に御議論いただき、また貴重な御意見をいただきましてありがとう

ございました。本日の議事録につきましては、内容を御確認いただい

た後、国土交通省ホームページにおいて一般に公開することといたし

ます。本日の議題は以上でございます。 

【事務局】  小池委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様におかれ

ましては、長時間にわたって御議論いただきまして、本当にありがと

うございました。それでは、本会議を終了させていただきます。あり

がとうございました。失礼いたします。 

 


